
令和６年度障害福祉サービス等報酬改定（障害児支援関係）
改定事項の概要

本資料は改定事項の概要をお示しするものであり、基準の解釈、加算の算定要件・留意事項等の詳細は、
関係の告示、通知、事務連絡等でご確認ください。

令和６年４月１日
こども家庭庁支援局障害児支援課



〇 総合的な支援と支援内容の見える化を進める観点から、運営基準において、事業所に対して、５領域とのつながりを明確化した事業所

全体の支援内容を示すプログラム（支援プログラム）の作成・公表を求めるとともに、未実施の場合の報酬の減算を設ける。なお、１年

の経過措置期間を設ける。

②事業所の支援プログラムの作成・公表（基準・報酬）〔児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援〕

２．(1)総合的な支援の推進と特定領域への支援の評価等

【新設】

〇指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに指定児童発達支援プログラム（心身の健康等に関する領域との関連性を明確にした指定児童発達

支援の実施に関する計画をいう。）を策定し、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。（第26条の２・新設）

※１年の経過措置期間を設ける（令和７年３月31日までは努力義務）

※第71条、第71条の14により、指定放課後等デイサービス事業、指定居宅訪問型児童発達支援事業についても準用

運 営 基 準

ポ イ ン ト

※児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成24年厚生労働省令第15号）

【参照法令、通知、事務連絡等】

【現行】

なし

【改定後】

支援プログラム未公表減算 所定単位数の８５％を算定

※ 児童発達支援に義務付けられている支援プログラムの作成・公表が未実施の場合

（令和７年４月１日から適用）

単位数（新旧）

〇 本基準は、総合的な支援の推進と事業所が提供する支援の見える化を図るため、事業所に対し、５領域（ 「健康・生活」「運動・感覚」「認知・

行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」）との関連性を明確にした事業所における支援の実施に関する計画（支援プログラム）を

作成し、その公表を求めるもの

〇 支援プログラムの作成・公表が行われていない事業所については、基本報酬について８５％を算定（１５％を減算）するもの

〇 支援プログラムについては、事業所が提供する発達支援における基本的考え方や支援の内容、関係機関連携や家族支援、インクルージョンの取組等

の事業所の支援の全体像と方針について整理し記載すること。事業所の従業者の意見も聞いて作成すること

※支援プログラムの参考様式について、「児童発達支援ガイドライン」及び「放課後等デイサービスガイドライン」でお示しする予定

（令和６年度早期に改定・発出予定）

〇 公表については、インターネットの利用その他の方法により広く公表すること。公表方法及び公表内容を都道府県に届け出ること。なお、義務化・

減算の施行は令和７年度からとなるが、総合的な支援と支援内容の見える化を進める観点から、取組を進めるよう努められたい

【参照法令等】
運営基準：第26条、第27条（児発）、第71条（放デイ）、第71条の14（居宅訪問型児発）
報酬告示：第１の注３（４）７の４（児発）、第３の１の注４の（４）（放デイ）、第４の１の注３の（３）

要・都道府県への基準適合の届出
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